
証券コード：5923

法令に基づき書面交付請求をいただいた株主様には、
本株主総会招集ご通知を書面にて交付いたします。
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求を
いただいていない株主様にも同書面を送付いたします。
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表紙

第97期
定時株主総会招集ご通知
2025年４月１日から2026年３月31日まで

日  時

2026年６月26日（金曜日）
午前10時（受付時間：午前９時）

場  所

大阪市中央区難波５丁目１番60号
なんばスカイオ ７Ｆ
コンベンションホール

決議
事項

　
議案　剰余金処分の件

（ ご 注 意 ）ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

　

しなやかな発想と

確かな技術で

未来へつなげる

新たな価値を創造する

株主総会にご出席いただけない場合

書面またはインターネットにより議決権をご行使
くださいますようお願い申しあげます。
議決権行使期限
2026年６月25日（木曜日）午後５時
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ごあいさつ

社是

高い技術　不断の努力　豊かな未来
　

　株主の皆様には、平素より格別のご高配を
賜りありがたく厚く御礼申しあげます。
　ここに第97期定時株主総会招集ご通知を
お届けいたします。
　ご高覧賜りますようお願い申しあげます。

2026年６月
代表取締役社長　中村　達郎
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狭義招集

証券コード　5923
2026年６月10日

株 主 各 位
大阪市浪速区難波中２丁目10番70号

高 田 機 工 株 式 会 社
代表取締役社長 中 村 　 達 郎

第97期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第97期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ
さいますようご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供
措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェ
ブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご
確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】
　https://www.takadakiko.com/ir/library.html

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show
　（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「高田
機工」または「コード」に当社証券コード「5923」を入力・検索し、「基本情報」
「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株
主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットにて事前に議決権
行使をいただき、行使にあたっては、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のう
え、後述のご案内に従って2026年６月25日（木曜日）午後５時までに議決権を行
使してくださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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狭義招集

１．日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
２．場 所 大阪市中央区難波５丁目１番60号

なんばスカイオ　７Ｆ　コンベンションホール
３．目 的 事 項

報告事項 第97期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告および計算書類報
告の件

決議事項
　議案　　剰余金処分の件

 

記

以　上

　当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出く
ださいますようお願い申しあげます。
　株主総会当日までの状況等により株主総会の運営に変更が生ずる場合、当社ウェブサイト(https://www.takadakiko.com/)
に掲載させていただきます。
　電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をい
ただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。したがいまして、当該書面に記載している事業
報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類
の一部であります。

①　事業報告の「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制」
「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

②　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
なお、本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項から上記事項を
除いたものを記載した書面をお送りいたします。
　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前
および修正後の事項を掲載させていただきます。
　資源使用量節減のため、本定時株主総会より、決議通知の発送を行わず、当社ウェブサイトにおいて掲載させ
ていただく予定ですので、ご理解のほどお願い申しあげます。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげ
ます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

インターネットで議決権
を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

本招集ご通知とあわせてお送りする
議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、ご返送くださ
い。

次ページの案内に従って、議案に対
する賛否をご入力ください。

日　時 行使期限 行使期限

2026年6月26日（金曜日）
午前10時（受付開始:午前9時）

2026年6月25日（木曜日）
午後5時到着分まで

2026年6月25日（木曜日）
午後5時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

議案

◦ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 反対する場合 「否」の欄に〇印

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※議決権行使書はイメージです。

見 本

・書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合には、賛成の意思表示があったも
のとして取り扱います。

－ 4 －
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議決権行使についてのご案内

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行
使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※‌�QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本
見 本

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　９:00～21:00）

－ 5 －
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剰余金処分議案

議　案 剰余金処分の件

配当財産の種類 金銭

配当財産の割当てに関する事項
およびその総額

当社普通株式１株につき金 25 円
配当総額 145,698,975 円

剰余金の配当が効力を生じる日 2026年６月29日

株主総会参考書類

　当社は、利益配分につきましては、株主の皆様に安定的な配当を継続的にお届けすることを基本方
針とし、業績の推移および事業展開を勘案して機動的に実施してまいります。
　当期の期末配当につきましては、以下のとおり、普通配当として１株につき25円といたしたいと
存じます。
　これにより、当期の年間配当金は、中間配当金25円を含め、１株につき50円となります。

以　上

－ 6 －
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事業の状況

（ 2025年 ４ 月 1 日から
2026年 ３ 月31日まで ）

1 企業の現況

事　 業　 報　 告

⑴　当事業年度の事業の状況
①　事業の経過および成果

　当事業年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善、企業業績の堅調な推移等緩やかな回
復基調を辿りました。一方で、不安定な国際情勢や、円安による原材料価格・エネルギー価格の上
昇など、依然として先行き不安定な状況が続きました。
　当業界におきましては、橋梁事業、鉄構事業ともに低調に推移した前々事業年度以降、需要に回
復が見られず、当事業年度も厳しい受注環境が継続いたしました。特に新設鋼橋の発注量は前事業
年度から更に減少しており、受注競争は一段と厳しいものとなりました。鉄構事業では、首都圏再
開発案件や半導体関連の設備投資など大型案件は数多く計画されていますが、建設コストの高止ま
り状況の影響で中断・延期の動きもあり、先行き不透明感はぬぐえない状況であります。
　このような厳しい環境下ではありましたが、橋梁事業・鉄構事業ともに高い受注目標を掲げ、限
られた経営資源を最大限に活用して営業活動を展開いたしました。橋梁事業では、複数の大規模工
事が受注でき、わずかながらも前事業年度を上回る受注高を確保いたしました。鉄構事業では目標
案件の契約が次年度以降にずれ込みながらも、前事業年度実績は上回りました。橋梁事業・鉄構事
業ともに、目標未達となりましたが、厳しい環境下でも前事業年度実績を上回る受注高を確保し、
次年度以降の業績回復に向けて最低限の結果は残すことができました。
　損益面では、前々事業年度以降の発注量減少の影響により、充分な仕事量を確保出来ず、厳しい
決算数値となりました。

　当事業年度の業績は、売上高143億６百万円（前期比22.5％減）、営業損失４億40百万円
（前期は営業利益２億35百万円）、経常損失３億１百万円（前期は経常利益３億60百万円）、
当期純損失５億35百万円（前期は当期純利益３億43百万円）であります。

　当事業年度におけるセグメント別の売上高、受注高および受注残高の状況は次のとおりであ
ります。

－ 7 －
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事業の状況

　（橋梁事業）
　当事業年度における橋梁事業の売上高は106億18百万円（前期比18.5％減）となりました。
主な売上工事は沖縄総合事務局・那覇空港高架橋、中部地方整備局・蓼原高架橋、近畿地方整
備局・七間場高架橋、中国地方整備局・北条JCTランプ橋、阪神高速道路(株)・上部耐震補強
工事であります。
　受注高は111億37百万円（前期比1.1％増）となりました。主な受注工事は大阪府・大阪モ
ノレール荒本北、近畿地方整備局・七間場高架橋・陀仏川橋・瀬田川大橋歩道拡幅、九州地方
整備局・球磨大橋であります。これにより当事業年度末の受注残高は143億４百万円（前期比
3.8％増）となりました。

　（鉄構事業）
　当事業年度における鉄構事業の売上高は36億87百万円（前期比32.1％減）となりました。
主な売上工事は大成建設(株)・品川駅西口Ａ地区新築・Walkプロジェクト・NK－G3ビル建
替、鹿島建設(株)・モノレール浜松町駅、青木あすなろ建設(株)・木更津(5)格納庫であります。
　受注高は41億79百万円（前期比33.7％増）となりました。主な受注工事は大成建設(株)・
品川駅西口Ａ地区新築・DP八重洲１北、伊藤建設工業(株)・横手高校体育館、日鉄物産(株)・
東池袋一丁目地区であります。これにより当事業年度末の受注残高は46億62百万円（前期比
11.8％増）となりました。

　橋梁事業と鉄構事業を合計した結果、当社の当事業年度の受注高は153億16百万円（前期比
8.3％増）、受注残高は189億67百万円（前期比5.6％増）となりました。

②　設備投資の状況
　当事業年度は、工場の生産性向上のための機械設備の更新等のために、総額３億６百万円の
設備投資を実施いたしました。

③　資金調達の状況
　該当する事項はございません。

－ 8 －
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直前３事業年度の財産および損益の状況

（単位：百万円）

区　　分 第94期
（2022年度）

第95期
（2023年度）

第96期
（2024年度）

第97期
(当事業年度)
（2025年度）

受 注 高 22,168 14,625 14,146 15,316
売 上 高 15,978 19,695 18,455 14,306
経常利益または経常損失(△) 491 1,438 360 △301
当期純利益または当期純損失(△) 340 898 343 △535
１株当たり当期純利益または
１株当たり当期純損失(△) 54円62銭 147円58銭 56円81銭 △92円47銭

総 資 産 27,278 30,000 31,129 28,871
純 資 産 19,082 20,908 20,481 20,931
１ 株 当 た り 純 資 産 3,139円25銭 3,434円18銭 3,552円83銭 3,591円62銭

15,316

22,168

14,625 14,146

第94期 第97期第96期第95期

（単位：百万円）受注高

14,306
15,978

19,695 18,455

第94期 第97期第96期第95期

（単位：百万円）売上高

△301

491

1,438

360

第94期 第97期第96期第95期

（単位：百万円）経常利益または経常損失（△）

△535

340

898

343

第94期 第97期第96期第95期

（単位：百万円）当期純利益または当期純損失（△）

△92.47

54.62

147.58

56.81

第94期 第97期第96期第95期

（単位：円）１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失（△）

28,871

20,931

27,278
30,000 31,129

20,48120,90819,082

第94期 第97期第96期第95期

（単位：百万円）総資産/純資産
■総資産　■純資産

⑵　直前３事業年度の財産および損益の状況

（注）１．１株当たり当期純利益または１株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数（自己株式控除
後）に基づき算出しております。

２．１株当たり純資産は、期末発行済株式総数（自己株式控除後）に基づき算出しております。
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重要な親会社および子会社の状況、対処すべき課題

⑶　重要な親会社および子会社の状況
　該当する事項はございません。

⑷　対処すべき課題
　橋梁事業における新設鋼橋の事業環境は低迷が続いており、2027年３月期の業績予想は売
上高145億円、営業利益2.2億円、当期純利益2.2億円と厳しい数字となっております。
　このため、2024年５月10日に開示した「中期経営計画2024」につきましては、策定時の
想定と大きく乖離したことを踏まえ、数値目標の修正を開示いたしました。
　数値目標については大幅な下方修正となりましたが、会社が目指す姿に向けての戦略は着
実に実施を進めており、いかなる経営環境であろうとも、持続的に成長可能な企業へと進化
するために、次の10年に向けて会社のありたい姿を示す長期ビジョン「ＶＩＳＩＯＮ2035」
を策定し開示しております。
　「中期経営計画2024」の主要戦略につきましては、事業ポートフォリオの強化として設置
した「保全本部」および「空間創造部」への経営資源投入が進み、体制構築に一定の目途が
ついた状況です。
　2026年３月末における受注残高は、保全事業について9.3億円（2025年３月末比△6.2億
円）、生研トラス事業について9.4億円（2025年３月末比＋1.6億円）となっておりますが、
2027年３月末時点において、両事業合計で50億円以上の受注残高確保を目指しております。
　経営基盤戦略としての生産部門の競争力強化は、和歌山工場の生産体制見直しと効率化を
進め、更なる収益性の改善に取り組みました。経営基盤の強化として、人事及び人財育成体
系を再構築し、教育環境の充実を図りました。また経営の意思決定スピード向上を目的に、
組織体系の見直しも進めております。
　サスティナビリティ戦略につきましては、カーボンニュートラルの推進は順調であり、全
社版BCPの策定も進んでおります。また、人的資本施策として、福利厚生の増進と社員が当
社の株主として一層の価値共有を進めることを目的に、社員持株会向け譲渡制限付株式イン
センティブ制度を導入いたしました。さらに、働きやすい職場環境の実現に向けて、社員に
エンゲージメントアンケートを実施し、その結果を基に今後の対応を検討中であります。
　当社を取り巻く事業環境は依然として厳しい状況にありますが、「中期経営計画2024」の
主要戦略を着実に遂行し、収益構造の改善を進めることで、早期の黒字化および各事業の安
定的なセグメント利益の確保に向け、全社一丸となって取り組んでまいります。
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主要な事業内容、主要な営業所および工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項

区 分 内 容

橋 梁 製 作 施 工 道路橋、鉄道橋など鋼橋の設計、製作、架設、橋梁保全

鉄 骨 製 作 施 工 ビル建築、学校体育館など鉄骨の設計、製作、架設

そ の 他 土 木 工 事 鋼橋上部工の床版、舗装工事、標識、防護柵などの設置工事

⑸　主要な事業内容（2026年３月31日現在）
　当社は、建設業法により特定建設業者として国土交通大臣の許可を受け、以下の事業を行っ
ております。

本 社 大阪市
東 京 本 社 東京都中央区
営 業 所 仙台市、群馬県高崎市、静岡市、名古屋市、滋賀県大津市

和歌山県海南市、広島市、福岡市、沖縄県那覇市
工 場 和歌山県海南市

⑹　主要な営業所および工場（2026年３月31日現在）

使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

271名（74名） ２名減（９名増） 43.4歳 18.3年

⑺　使用人の状況（2026年３月31日現在）

（注）使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載してお
ります。

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 り そ な 銀 行 百万円
1,000

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 900

株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行 800

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 600

⑻　主要な借入先の状況（2026年３月31日現在）

⑼　その他の現況に関する重要な事項
　該当する事項はございません。
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株式の状況、新株予約権等の状況

2 会社の現況

①　発行可能株式総数 19,680,000株
②　発行済株式総数 6,712,758株
③　株主数 4,613名

株 主 名 持 株 数 ( 千 株 ) 持 株 比 率 ( ％ )

日 本 生 命 保 険 相 互 会 社 340 5.85

神 吉 利 郎 300 5.15

株 式 会 社 奥 村 組 266 4.57

伊 藤 忠 丸 紅 鉄 鋼 株 式 会 社 243 4.16

内 藤 征 吾 200 3.43

株 式 会 社 紀 陽 銀 行 175 3.01

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 150 2.58

伊藤忠丸紅住商テクノスチール株式会社 150 2.57

東 海 鋼 材 工 業 株 式 会 社 146 2.52

高 田 機 工 グ ル ー プ 社 員 持 株 会 140 2.40

⑴　株式の状況（2026年３月31日現在）

④　大株主（上位１０名）

（注）１．当社は、自己株式を884,799株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
２．持株比率は、当事業年度の末日における発行済株式総数より自己株式（884,799株）を控除

して計算して表示しております。
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株 式 数 （ 株 ） 交 付 対 象 者 数

取 締 役 （ 社 外 取 締 役 を 除 く ） 13,200 ４名

執 行 役 員 12,600 ７名

⑤　当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況
　当社は、2025年７月25日付で、取締役（社外取締役を除く）４名に対し、譲渡制限付株式
報酬として当社普通株式13,200株の自己株式の処分を行っております。
　また、同日付で、執行役員７名に対し、譲渡制限付株式報酬として当社普通株式12,600株
の自己株式の処分を行っております。

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「２．⑶②　取締役および監査役の報酬等」に記載
しております。

⑥　その他株式に関する重要な事項
該当する事項はございません。

⑵　新株予約権等の状況（2026年３月31日現在）
　該当する事項はございません。
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地 位 氏 名 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 中 村 達 郎

常 務 取 締 役 西 田 　 明

常 務 取 締 役 西 尾 和 彦

取 締 役 執 行 役 員 西 幡 巨 千 昭 保全本部長

取 締 役 小 林 潔 司

国立大学法人京都大学 名誉教授
国立大学法人京都大学 経営管理研究部 特任教授
国土交通省 社会資本整備審議会 委員・計画部会 部会長
国土交通省 交通政策審議会 臨時委員
内閣官房 国土強靭化推進会議 議長
内閣府 国際標準戦略部会 委員
一般社団法人 日本アセットマネジメント協会 会長
阪神国際港湾株式会社 社外監査役

取 締 役 布 谷 由 美 子 株式会社NOTICE 代表取締役

常 勤 監 査 役 小 野 誠 大

監 査 役 内 田 聖 子 公認会計士（内田聖子公認会計士事務所 代表）

監 査 役 家 近 知 直 弁護士(弁護士法人第一法律事務所)
株式会社ニヤクコーポレーション 社外監査役

⑶　会社役員の状況
①　取締役および監査役の状況（2026年3月31日現在）

（注）１．取締役小林潔司氏および取締役布谷由美子氏は、社外取締役であります。
２．監査役内田聖子氏および監査役家近知直氏は、社外監査役であります。
３．監査役内田聖子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見

を有しております。
４．取締役小林潔司氏、取締役布谷由美子氏、監査役内田聖子氏、監査役家近知直氏の４氏は東京証

券取引所の定めに基づく独立役員であります。
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区　　　　　分 報 酬 等 の 総 額
報酬等の種類別の総額 対 象 と な る

役 員 の 員 数基本報酬 業績連動
報酬等

非金銭
報酬

取 締 役
（うち社外取締役）

百万円 百万円 名
120

(9)
105

(9)
-

(-)
15
(0)

10
(４)

監 査 役
（うち社外監査役）

25
(10)

25
(10)

-
(-)

-
(-)

３
(２)

合　　　　　計
（うち社外役員）

145
(20)

130
(20)

-
(-)

15
(0)

13
(６)

②　取締役および監査役の報酬等
ア．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１．上表には2025年６月26日開催の第96期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役４名（う
ち社外取締役２名）を含んでおります。

２．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３．取締役の報酬等限度額は、2008年６月26日開催の第79期定時株主総会において年額330百万円

以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当
該株主総会終結時点の取締役の員数は、６名（うち、社外取締役０名）です。
また、上記の報酬枠の内枠で、2023年６月28日開催の第94期定時株主総会において、取締役
（社外取締役を除く）に対して、譲渡制限付株式報酬の額として年額30百万円以内、株式数の上
限を年10,000株以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数
は、５名です。
当社は2024年10月１日付で、普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。そ
のため、「譲渡制限付株式報酬」に関する株式数の上限は年30,000株以内となります。

４．監査役の報酬等限度額は、2008年６月26日開催の第79期定時株主総会において年額70百万円以
内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、３名です。

５．上記の非金銭報酬の額は、取締役（社外取締役を除く）５名に対する譲渡制限付株式報酬に係る
費用計上額であります。

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
１．当社は、指名報酬委員会に対する諮問・答申を経て、2024年２月29日開催の取締役会におい

て、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当
事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報
酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針
に沿うものであると判断しております。

２．取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する基本方針
取締役の報酬等は、当社の企業理念を実現する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値お
よび株主価値の向上のために業績向上へのインセンティブとして機能する水準・構成とすること
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を基本方針としております。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬等は、基本報酬、賞与お
よび株式報酬で構成し、監督機能を担う社外取締役の報酬等は、基本報酬のみとしております。

３．取締役の報酬等の個人別の報酬等の額または算定方法および付与の時期または条件の決定方針
（1）基本報酬については、月例の固定報酬とします。基本報酬の算定にあたっては、各取締役の

役位、職責、在任年数および成果等を考慮して決定することとしております。
（2）賞与については、事業年度ごとの業績向上に対するインセンティブとして機能するよう、毎

事業年度末に、当該事業年度の会社の業績等を考慮したうえで、支給の有無や支給金額を決
定し、支給する場合には当該事業年度終了後の一定の時期に支給します。

（3）株式報酬については、譲渡制限付株式報酬とし、中長期的な業績向上に対するインセンティ
ブとして機能するよう、各取締役の役位、職責、在任年数および成果等を考慮したうえで、
支給の有無や支給株式数（金銭報酬債権額）を決定し、支給する場合には、定時株主総会後
の一定の時期に交付します。譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、当社の取締役その他当社の
取締役会が定める地位を退任する日までの間とし、当社の取締役会が定める期間中の退任、
法令または社内規則の重大な違反その他の割当株式を無償取得することが相当である事由と
して当社の取締役会で定める事由に該当した場合、割当株式を無償で取得することとしてお
ります。

４．取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
当社の取締役の個人別の報酬等の総額に対する各報酬の割合は、当社の企業理念を実現する優秀
な人材を確保・維持し、持続的な企業価値および株主価値の向上のために業績向上へのインセン
ティブとして機能する水準・構成となるよう、会社の業績、各取締役の役位、職責、在任年数お
よび成果等を勘案して、適切に定めております。

５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等の額は、取締役会の決議による委任に基づいて、代表取締役社長中村達郎が決定
しております。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は株主総会で決議された報酬
等限度額の範囲内において、会社の業績、各取締役の役位、職責、在任年数および成果等を勘案
して、取締役の基本報酬、賞与の支給金額ならびに株式報酬の支給株式数（金銭報酬債権額）を
決定する権限を有しております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ
各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
また、役員報酬に関する決定プロセスの透明性、客観性および公正性を確保するため、取締役会
の諮問機関である指名報酬委員会において、役員報酬の基本報酬、制度、算定方式、個人別の報
酬内容等について審議、答申を行っております。
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会社役員の状況

区 分 氏 名 重要な兼職の状況 当社との関係

取 締 役 小 林 潔 司

国 立 大 学 法 人 京 都 大 学  名 誉 教 授
同大学 経営管理研究部 特任教授 特別の関係はありません。

国土交通省 社会資本整備審議会 委員・計画部会 部会長
同 省  交 通 政 策 審 議 会  臨 時 委 員 特別の関係はありません。

内閣官房 国土強靭化推進会議 議長 特別の関係はありません。
内 閣 府  国 際 標 準 戦 略 部 会  委 員 特別の関係はありません。
一般社団法人日本アセットマネジメント協会 会長 特別の関係はありません。
阪神国際港湾株式会社 社外監査役 特別の関係はありません。

取 締 役 布谷由美子 株 式 会 社 N O T I C E  代 表 取 締 役 特別の関係はありません。

監 査 役 内 田 聖 子 内 田 聖 子 公 認 会 計 士 事 務 所  代 表 特別の関係はありません。

監 査 役 家 近 知 直
弁護士法人第一法律事務所 弁護士 特別の関係はありません。
株式会社ニヤクコーポレーション 社外監査役 特別の関係はありません。

③　社外役員に関する事項
ア．重要な兼職の状況および当該兼職先と当社との関係
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会社役員の状況

区 分 氏 名 取 締 役 会
出 席 状 況

監 査 役 会
出 席 状 況

主な発言状況および社外取締役に期待される役割
に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要

取 締 役 小 林 潔 司 11回中10回
(91％) －

土木工学、公共政策に関する豊富な知識と専門的見地か
ら議案審議等に必要な発言を適宜行っており、「企業価
値の向上」や「魅力的な企業創り」に向けた当社の施策
の実施に対し、客観的・中立的な立場で関与いただいて
おります。また、上記のほか、当社の経営陣幹部および
取締役の指名、報酬などを審議する任意の指名報酬委員
会の委員に就任後、当事業年度に開催された全ての同委
員会（３回中３回）に出席し、指名・報酬に関する取締
役会からの諮問事項について審議しており、委員として
適切な役割を果たしていただいております。

取 締 役 布谷由美子 11回中11回
(100％) －

人材育成に関する豊富な経験と専門的知識、また、直接
企業経営に関与されている経験から議案審議等に必要な
発言を適宜行っており、「企業価値の向上」や「魅力的
な企業創り」に向けた当社の施策の実施に対し、客観
的・中立的な立場で関与いただいております。また、上
記のほか、当社の経営陣幹部および取締役の指名、報酬
などを審議する任意の指名報酬委員会の委員に就任後、
当事業年度に開催された全ての同委員会（3回中３回）に
出席し、指名・報酬に関する取締役会からの諮問事項に
ついて審議しており、委員として適切な役割を果たして
いただいております。

監 査 役 内 田 聖 子 15回中15回
(100％)

13回中13回
(100％)

公認会計士としての財務および会計に関する専門的見地
から議案審議等に必要な発言を適宜行っており、取締役
の職務の執行を監査する立場から、客観的・中立的にそ
の職務を遂行いただいております。上記に加え、監査役
会においては、会計監査人の監査および四半期レビュー
の結果に対する質疑・確認等について、活発に発言を行
っております。さらに、指名報酬委員会についても、オ
ブザーバーとして出席し、指名・報酬に関する審議に対
し、監査の観点から必要な発言を行っております。

監 査 役 家 近 知 直 15回中15回
(100％)

13回中13回
(100％)

弁護士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言
を適宜行っており、取締役の職務の執行を監査する立場
から、客観的・中立的にその職務を遂行いただいており
ます。上記に加え、監査役会においては、会計監査人の
監査および四半期レビューの結果に対する質疑・確認等
について、活発に発言を行っております。さらに、指名
報酬委員会についても、オブザーバーとして出席し、指
名・報酬に関する審議に対し、監査の観点から必要な発
言を行っております。

イ．当事業年度における主な活動状況
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会社役員の状況

ウ．責任限定契約の内容の概要
　当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第
423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

④　会社役員に関する事項
役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、取締役、監査役および執行役員を被保険者として、会社法第430条の３第１項に
規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。保険料は特約部
分も含め当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。当該保
険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当
該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補するこ
ととされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して
生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。当該保険契約には免責額の
定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされてい
ます。
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貸借対照表

貸　借　対　照　表（2026年３月31日現在）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

千円 千円
流 動 資 産

現 金 預 金
電 子 記 録 債 権
完 成 工 事 未 収 入 金
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 ・ 構 築 物
機 械 ・ 運 搬 具
工 具 器 具 ・ 備 品
土 地
無 形 固 定 資 産
投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他 投 資 等
貸 倒 引 当 金　

13,044,000
2,385,920
118,096

10,134,720
100,000
72,203
22,437
69,700

170,921
△30,000

15,827,661
7,800,836
1,597,976
776,315
126,851

5,299,693
497,138
7,529,686
6,571,222

5,453
567,854
449,996
△64,840　

流 動 負 債 3,597,668
電 子 記 録 債 務 406,591
工 事 未 払 金 1,114,431
短 期 借 入 金 900,000
未 払 金 27,553
未 払 費 用 118,303
未 払 法 人 税 等 52,527
未 成 工 事 受 入 金 572,513
預 り 金 17,221
賞 与 引 当 金 239,310
工 事 損 失 引 当 金 149,215

固 定 負 債 4,342,150
長 期 借 入 金 3,000,000
繰 延 税 金 負 債 1,228,143
退 職 給 付 引 当 金 114,007

負 債 合 計 7,939,819
純 資 産 の 部

科 目 金 額
株 主 資 本 17,794,567
資 本 金 5,178,712
資 本 剰 余 金 4,622,578
資 本 準 備 金 4,608,706
そ の 他 資 本 剰 余 金 13,872
利 益 剰 余 金 8,852,457
利 益 準 備 金 534,463
そ の 他 利 益 剰 余 金 8,317,994
別 途 積 立 金 6,320,000
繰 越 利 益 剰 余 金 1,997,994

自 己 株 式 △859,181
評 価 ・ 換 算 差 額 等 3,137,274
その他有価証券評価差額金 3,137,274

資 産 合 計 28,871,661 純 資 産 合 計 20,931,842
負 債 ・ 純 資 産 合 計 28,871,661

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

損　益　計　算　書（ 2025年 4 月１日から
2026年 3 月31日まで ）

科 目 金 額
千円 千円

完成工事高 14,306,842

完成工事原価 12,996,591

完成工事総利益 1,310,250

販売費及び一般管理費 1,751,204

営業損失 440,953

営業外収益

受取利息及び配当金 155,626

その他営業外収益 37,668 193,294

営業外費用

支払利息 46,530

その他営業外費用 7,231 53,761

経常損失 301,419

税引前当期純損失 301,419

法人税、住民税及び事業税 20,400

法人税等調整額 213,465 233,866

当期純損失 535,286

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類に係る会計監査報告

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 大 橋 盛 子
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 西 　 　 　 芳 　 範

独立監査人の監査報告書
2026年５月25日

高田機工株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人
　　大阪事務所

　監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、高田機工株式会社の2025年４

月１日から2026年３月31日までの第97期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業
体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ
適切な監査証拠を入手したと判断している。
その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告
プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類に係る会計監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さ
らに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査
に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関し
て重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性
が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は
重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外
事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した
監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくな
る可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び
内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価す
る。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過

程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められ
ているその他の事項について報告を行う。

－ 27 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

2026/05/28 15:40:27 / 25302877_高田機工株式会社_招集通知_電子提供措置用

計算書類に係る会計監査報告

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する
規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻
害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減する
ためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。
以　上

－ 28 －
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2025年４月１日から2026年３月31日までの第97期事業年度における取締役
の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作
成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果につ
いて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。
⑵各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の
整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について
報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に
おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第
100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づ
き整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び
運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしまし
た。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証する
とともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め
ました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」
（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討
いたしました。

監査役会の監査報告

－ 29 －
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監査役会の監査報告

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘
すべき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査役 小 野 誠 大 ㊞
社外監査役 内 田 聖 子 ㊞
社外監査役 家 近 知 直 ㊞

2026年５月25日
高田機工株式会社　監査役会

　

－ 30 －
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地図

株 主 総 会 会 場  ご 案 内 図

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

なんばスカイオ ７F コンベンションホール 
大阪市中央区難波5丁目１番60号
TEL 06-6644-1081 

（注）会場には外来者専用駐車場がございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますようお願い申しあげます。

●南海電鉄
 「なんば駅」中央口・南口直結
●地下鉄御堂筋線
 「なんば駅」南改札（出口専用）より徒歩約７分
●地下鉄千日前線
 「なんば駅」東改札口より徒歩約８分
●地下鉄四つ橋線
 「なんば駅」南改札口より徒歩約９分
●近鉄難波線（奈良線）・阪神なんば線
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